
「責任開始日」以後に起こった
トラブルですか？

「責任開始日」とは保険の補償開始日
です。保険証券に記載されています。

はい

いいえ

責任開始日から３か月経過後に
起こったトラブルですか？

いいえ

責任開始日から３か月間は「待機期間」
のため、この期間に発生したトラブルは
保険金お支払いの対象となりません。

はい

被保険者本人が直面した
トラブルですか？

いいえ

保険金お支払いの
対象外です

急激かつ偶然な外来の事故（偶発事
故）によってケガをしたり、物が壊
れたために起こったトラブルです
か？

「偶発事故」の詳細は、普通保険約款
または重要事項説明書をご覧ください。

いいえ

はい

トラブルの当事者が被保険者である法人
でない場合は、保険金お支払いの対象と
なりません。

はい

保険金お支払いの
対象外です

保険金お支払いの
対象外です

補償対象となる可能性があります。 「保険ご利用相談ダイヤル（0120-783-308）」へご連絡ください。

「被保険者」とはこの保険の
補償を受ける法人を指します。

（注）このフローチャートは、保険金のお支払いを確約するものではございません。
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